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○知事指定薬物の指定

栃木県告示第566号

栃木県薬物の濫用の防止に関する条例（平成27年栃木県条例第31号。以下「条例」という。）第13条第１項

の規定により知事指定薬物を次のとおり指定するので、同条第４項の規定により告示する。

平成29年12月19日

栃木県知事 福 田 富 一

１ 知事指定薬物の名称

⑴ アダマンタン―１―イル＝１―ペンチル―１Ｈ―インダゾール―３―カルボキシラート（通称名ＡＣＢ

Ｌ（Ｎ）―０１８）及びその塩類

⑵ １―（４―エチルフェニル）―Ｎ―（２―メトキシベンジル）プロパン―２―アミン（通称名４―Ｅ

Ａ―ＮＢＯＭｅ）及びその塩類

⑶ ２―［（４―ブロモ―２，５―ジメトキシフェネチルアミノ）メチル］フェノール（通称名２５Ｂ―Ｎ

ＢＯＨ，２Ｃ―Ｂ―ＮＢＯＨ，ＮＢＯＨ―２Ｃ―Ｂ）及びその塩類

２ 指定の理由

条例第２条第７号に掲げる薬物に該当し、県の区域内において濫用されるおそれがあると認められるた

め。

３ 指定の効力発生の日

平成29年12月20日

（薬務課）


